
総
務
常
任
委
員
会

厚
生
文
教
常
任
委
員
会

●
財
産
の
無
償
譲
渡

　
（
旧
米
山
中
学
校
木
工
室
棟
）

認
可
地
縁
団
体
で
あ
る
上
緒
方
振
興

協
議
会
か
ら
、
木
工
室
棟
を
新
た
な
拠

点
施
設
と
し
て
活
用
し
た
い
旨
の
要
望

が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
上
緒
方
振
興
協

議
会
に
無
償
で
譲
渡
す
る
も
の
で
す
。

委
員
会
で
は
、
審
査
に
先
立
ち
、
会

期
中
に
現
地
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
　

陳
情
を
し
な
か
っ
た
ら
、
寄
宿
舎

を
壊
す
の
か
。

　
　

解
体
す
る
の
は
、
旧
米
山
中
学
校

校
舎
。
解
体
時
期
は
、
今
後
検
討
す
る
。

そ
の
際
、
地
元
が
寄
宿
舎
を
新
た
に
使

用
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
無

償
譲
渡
に
な
る
だ
ろ
う
。

●
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
が
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平

成
27
年
10
月
５
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
同
法
に
基
づ
く
特
定
個
人

情
報
の
取
り
扱
い
等
に
関
し
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
条
例
整
備
の
必
要
が
あ
る

も
の
で
す
。

　
　

戸
籍
関
係
な
ど
で
、
な
り
す
ま
し

事
件
が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
、
誰
が
責

任
を
と
る
の
か
。

　
　

犯
罪
に
使
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は

第
一
義
的
に
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
者
の

責
任
に
な
る
。
当
然
、
な
り
す
ま
し
を

防
ぐ
た
め
の
努
力
は
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
制
度
上
も
ま
た
電
算
シ
ス
テ

ム
上
も
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
防
ぐ
目
的

で
今
改
修
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

●
不
妊
治
療
費
助
成
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

本
年
10
月
１
日
か
ら
大
分
県
の
不
妊

治
療
費
助
成
事
業
の
制
度
が
改
正
さ
れ
、

特
定
不
妊
治
療
は
新
た
に
年
齢
制
限
や

所
得
制
限
を
設
け
た
上
で
大
分
県
が
一

括
で
実
施
し
、
県
内
各
市
町
村
が
そ
の

実
績
に
応
じ
て
当
該
経
費
の
一
部
を
負

担
す
る
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
と
、
特

定
不
妊
治
療
を
望
む
夫
婦
の
自
己
負
担

の
軽
減
、
助
成
要
件
の
緩
和
、
事
務
手

続
き
の
負
担
軽
減
等
が
図
ら
れ
る
こ
と

か
ら
条
例
の
一
部
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。

　
　

制
度
改
正
に
よ
っ
て
利
用
者
が
増

え
る
見
込
み
は
あ
る
の
か
。

　
　

窓
口
が
一
本
化
さ
れ
る
こ
と
で
、

広
く
市
民
の
方
に
制
度
に
つ
い
て
周
知

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
金
額

の
上
限
で
は
な
く
、
回
数
の
上
限
に
変

わ
る
の
で
、
必
要
な
時
期
に
受
け
た
い

治
療
が
続
け
て
受
け
ら
れ
る
、
ま
た
、

夫
婦
の
意
志
に
沿
っ
た
内
容
に
少
し
変

わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
る
。

●
奨
学
金･

入
学
準
備
金
貸
付
基
金
条

例
の
一
部
改
正

三
重
総
合
高
校
に
在
学
す
る
者
に
限

り
、
奨
学
金
と
入
学
準
備
金
を
貸
し
付

け
る
と
い
う
こ
と
で
、
学
校
支
援
の
意

味
も
含
め
て
、
平
成
23
年
度
に
設
立
さ

れ
、
基
金
の
額
と
し
て
５
千
万
円
を
積

み
立
て
て
お
り
ま
す
が
、
利
用
が
伸
び

悩
ん
で
い
る
状
況
で
あ
り
、
基
金
の
額

を
１
千
万
円
に
減
額
し
て
運
用
す
る
も

の
で
す
。

　
　

利
用
が
少
な
い
問
題
点
を
ど
の
よ

う
に
と
ら
え
て
い
る
の
か
。

　
　

国
、
県
や
大
分
県
奨
学
会
の
奨
学

金
が
利
用
で
き
る
こ
と
、
高
校
の
授
業

料
が
無
償
化
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、

非
課
税
世
帯
に
限
り
返
還
義
務
の
な
い

給
付
制
度
が
新
し
く
で
き
た
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
ら
の
利
用
が
多
い
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
準
備
金
は
ほ
か
に
な
い

制
度
な
の
で
、
潜
在
的
に
利
用
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

質

質

質

質

答

答

答

答

委
員
会
審
査
報
告

【
付
託
議
案
の
審
査
結
果
】

議
案
５
件
と
請
願
１
件
を
付
託
さ
れ
、
慎

重
審
査
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
、
採
択

す
べ
き
と
し
ま
し
た
。

【
付
託
議
案
の
審
査
結
果
】

議
案
10
件
を
付
託
さ
れ
、
慎
重
審
査
を
行

い
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
す
べ
き
と
し
ま
し
た
。
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産
業
建
設
常
任
委
員
会

●
市
道
路
線
の
廃
止

市
道
４
路
線
の
廃
止
が
提
案
さ
れ
、

廃
止
の
主
な
理
由
は
、
中
山
間
地
域
総

合
整
備
事
業
で
改
良
に
伴
う
も
の
と
、

改
良
が
済
み
県
か
ら
譲
与
を
受
け
、
譲

与
部
分
と
現
市
道
部
分
を
同
一
路
線
と

し
て
認
定
す
る
た
め
に
一
旦
現
市
道
部

分
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

　
　

芦
刈
中
央
線
は
踏
切
箇
所
が
斜
め

に
な
っ
て
い
て
非
常
に
危
な
い
が
、
こ

れ
が
直
線
的
に
改
良
さ
れ
る
予
定
か
。

　
　

直
線
的
に
改
良
し
て
、
現
道
か
ら

最
終
的
に
３
２
６
号
線
に
出
て
く
る
形

で
す
。

●
平
成
27
年
度
簡
易
水
道

　

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

補
正
の
主
な
理
由
は
、
歳
出
で
は
、

修
繕
料
１
３
２
９
万
５
千
円
、
通
信

運
搬
費
13
万
４
千
円
、
中
九
州
道
の
工

事
に
伴
う
水
道
管
移
設
工
事
請
負
費

１
０
８
万
７
千
円
及
び
、
千
歳
簡
水
の

老
朽
化
し
た
遠
方
監
視
シ
ス
テ
ム
の
取

り
替
え
に
伴
う
水
道
施
設
工
事
請
負
費

５
９
４
万
円
の
追
加
補
正
で
す
。
歳
入

で
は
、
前
年
度
繰
越
金
１
９
７
５
万
円

及
び
移
転
補
償
費
70
万
６
千
円
の
追
加

補
正
で
す
。

質答

適
任

人権擁護委員候補者の推薦

金
かね

　子
こ

　明
あき

　子
こ

 氏
任期　自：平成28年１月１日
　　　至：平成30年12月31日【朝地町市万田】

生年月日　昭和23年11月26日

房
ふさ

　前
まえ

　けい子
こ

 氏
任期　自：平成28年１月１日
　　　至：平成30年12月31日【犬飼町下津尾】

生年月日　昭和26年９月27日

倉
くら

　原
はら

　文
ふみ

　子
こ

 氏
任期　自：平成28年１月１日
　　　至：平成30年12月31日【清川町雨堤】

生年月日　昭和20年９月27日

市道芦刈中央線

【
付
託
議
案
の
審
査
結
果
】

議
案
７
件
を
付
託
さ
れ
、
慎
重
審
査
の
結

果
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
、
す
べ
き
と
し
ま
し
た
。

人
事
案
件

９月定例会（委員会審査報告、人事案件）
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